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項目 内容 

テーマ 食肉の食中毒菌汚染実態調査 

概要 

近年、食肉の関与する食中毒が度々発生しており、牛肉の

生食をはじめ、牛の内臓肉やそこからの二次汚染が原因と疑

われる事例も多く報告されている。これらの事例は、ごく少

量でも感染し食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌 O157(以

下 O157)やカンピロバクターによるものが大半を占めてい

る。 

食肉による食中毒事故を防止するには、十分な加熱や調理

時の二次汚染防止に加えて、食肉の流通過程の各段階におけ

る汚染状況を把握し、その汚染拡大防止対策を講じることが

重要である。 

そこで、と畜場に搬入される牛の腸管出血性大腸菌等の保

有実態及び市場に流通する食肉（内臓肉を含む。）の食中毒

菌の汚染実態を調査したところ、一定割合で、腸管出血性大

腸菌等の食中毒菌を保有、汚染されている実態が認められ

た。 

特に、内臓肉については、高率に食中毒菌に汚染されてお

り、流通の過程において、相互汚染の可能性が示唆された。 

食肉が関与する食中毒は、「生食」に限らず、加熱不足や

二次汚染によるものと推定される事例も多いことから、食肉

及び内臓肉の汚染実態を広く情報提供し、食肉の適切な処

理・調理方法について普及啓発する必要がある。 

対象 消費者、牛を取り扱うと畜場及び食肉処理業者 等 

今後の取組の 

方向性 

食肉及び内臓肉の汚染状況について都民及び対象事業者

に向けて情報提供し、適切な調理方法等によるリスク軽減方

法について普及啓発を行う。 

資料２－２ 



 

添付資料 

1) 牛枝肉の腸管出血性大腸菌 O157汚染実態調査について 

（芝浦食肉衛生検査所調査結果（平成 12 年度から平成 22

年度まで）） 

2) 食品製造の高度衛生管理に関する研究 平成 16 年度総括

研究報告書「２ 食品製造の高度衛生管理に関する実験

的研究」（抜粋） 

（厚生労働科学研究費補助金（食の安心・安全確保推進研

究事業）総括研究報告書） 

3) 食肉処理業で取り扱う食肉（主に牛の内臓肉）の食中毒

起因菌汚染実態調査 

（平成 23年度健康安全研究センター先行調査発表会抄録） 

4) 食品の食中毒菌汚染実態調査 

（北海道衛生研究所報 Vol.57, 73-75 (2007)） 

5) 市販の牛内蔵肉の腸管出血性大腸菌 O157 汚染状況につ

いて 

（大阪市立環境科学研究所報告調査研究年報 Vol.67, 

15-19(2005)） 

6) 生食用食肉（牛及び馬）における危害評価（案） 

（平成 23 年 6 月 28 日開催 薬事・食品衛生審議会食品衛

生分科会食中毒・乳肉水産食品合同部会 資料３－２） 



牛肉及びその内臓肉の食中毒菌保有・汚染状況 

 

 

 

出 典 

保有・汚染率（%） 

腸管出血性大腸菌 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ 

ｼﾞｪｼﾞｭﾆ/ｺﾘ 
サルモネラ 

ﾘｽﾃﾘｱ･ 

ﾓﾉｻｲﾄｹﾞﾈｽ O157 O26 O111 

生 体 

（腸内容物等） 
②③⑤ 0～ 0～7.9 0.2 21.6～76.0 0～5.7 2.1 

枝 肉 
①②③ 

⑤⑦ 
0～5.2 0～0.3 － 3.7 0～4.0 － 

内臓肉 ⑥ － － － 22.8 － － 

食 肉 ① 0 0 － 0 1.1 9.4 

内臓肉 ① 20.0～22.2 0 － 11.1～55.0 0～5.0 25.0～26.3 

牛 肉 ②③⑦ 0.0～0.7 0.0 － 0.0～8.7 0～17.6 5.1～34.2 

内臓肉 ② 0.5～7.5 0.0 － 7.0 0.9 15.4 

農 場 

と 畜 場 

食肉処理業 

飲 食 店 ・ 

食肉販売業 

消費者 

（出典）① 東京都（健康安全研究センター・芝浦食肉衛生検査所）実施結果 
② 食品安全委員会リスクプロファイル「牛肉を主とする食肉中の腸管出血性大腸菌」 
③ 平成 23年 6月 28日開催 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒・乳肉水産食品合同部会資料 3-2 
④ 平成 23年 7月 6日開催 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会資料 6 
⑤ 井上ら，獣医公衆衛生研究 Vol.13-1 (2010･9) 
⑥ 塩田ら，京都市衛生公害研究所年報 No.70 (2004) 
⑦ 平成 23年 2月 24日開催 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会資料 2-4-2 

別紙 

状 態 

 

流通過程 

※：表中｢0｣は陽性となった検体がないことを示す。 













食肉処理業で取り扱う食肉(主に牛の内臓肉)の食中毒起因菌汚染実態調査 

 
１ はじめに 

近年、食肉の関与する食中毒が度々発生しており、中でも、牛の内臓肉やそこからの二次汚染が原因

と疑われる事例が多く報告されている。これらの事例は、ごく尐量でも感染し食中毒の原因となる病原

大腸菌 O157(以下 O157)やカンピロバクターによるものが大半を占めている。 

そのため、事故を防止するには、調理時の二次汚染防止や十分な加熱に加えて、食肉の流通過程の各

段階における汚染拡大防止対策が重要である。 

そこで流通過程の中間にあたる機動班監視施設の食肉処理業を対象とし、取扱いの食肉(主に牛の内臓

肉)の汚染実態を調査し、施設内における汚染拡大の防止策を検討した。 

 

２ 調査方法 

(1) 調査期間：平成 22年 4月から平成 23年 2月まで 

(2) 調査内容及び調査対象 

ア 食肉等の細菌検査 

2施設から食肉等 81検体を購入し、食中毒起因菌等による汚染実態を調査した。 

内訳：牛の内臓肉等副生物(入荷時)80検体、牛正肉(処理中)1検体 

イ 施設汚染実態調査 

施設における食肉等の処理方法等を調査し、拭取り検査を 10検体(各約 30cm×30cm)実施した。 

(3) 検査項目 

ア 食肉等：大腸菌、病原大腸菌(O157,O26)、サルモネラ、カンピロバクター、リステリア、 

大腸菌群 

イ 拭取り：病原大腸菌(O157,O26)、サルモネラ、カンピロバクター、リステリア、大腸菌群 

(4) 検査機関：微生物部食品微生物研究科乳肉魚介細菌研究室 

 

３ 結果及び考察 

(1) 食肉等の細菌検査(第 1表及び第 1図)  

病原大腸菌 病原大腸菌

O157 O26 C.jejuni C.coli

総 計 81 70 16※1 0 4※2 44 39 13 21

心 臓 ( ハ ツ ) 18 14 3 ― ― 5 2 3 7

肝 臓 ( レ バ ー ) 14 9 1 ― ― 2 2 ― ―

横 隔 膜 ( ハ ラ ミ ) 2 2 ― ― ― 2 2 2 1

尾 ( テ ー ル ) 9 9 ― ― 1 8 7 3 4

舌 ( タ ン ) 5 5 ― ― ― 2 2 ― 1

第 二 胃 ( ハ チ ノ ス ) 5 3 ― ― ― ― ― ― ―

第 三 胃 ( セ ン マ イ ) 9 9 4 ― ― 7 6 1 4

第 四 胃 ( ギ ア ラ ) 9 9 7 ― ― 9 9 1 3

盲 腸 9 9 1 ― 3 9 9 3 ―

正 肉 1 1 ― ― ― ― ― ― 1

※1　O157:NMを検出した第三胃1検体を除き、すべてO157:H7で、いずれもVT1＋VT2産生またはVT2産生性であった。
※2　いずれもO4群で血清型はSalmonella  Derby、盲腸1検体は併せてO3,10群血清型Salmonella  Amsterdamも検出された。

部位名

第1表　部位別の食中毒起因菌検出状況

カンピロバクター検体数

検出検体数

大腸菌 サルモネラ
リステリア

・モノサイトゲネス



内臓肉 80検体について、入荷時

の状態における食中毒起因菌の汚

染実態を調査した結果、第二胃を

除くすべての部位から食中毒起因

菌が検出された。 

中でも、第三胃、第四胃及び盲

腸は食中毒起因菌の検出率が高く、

1 検体から複数種の食中毒起因菌

を検出した検体も多かった。これ

らの消化管は、大腸菌群の検出菌

数においても、他の内臓肉に比べ

多い傾向にあった。また、尾から

の大腸菌群検出菌数は、第三胃に

次いで多かった。尾は、副生物と

して内臓と共に取り扱われており、

高率に汚染を受けている実態が確

認された。 

一方、消化管の中でも第二胃は、

既に軽く加熱され、表層を削り取

られた状態で入荷していたため、

汚染が低減していたものと考えられる。 

ア O157及びカンピロバクターの検出状況(第 2図) 

舌及び消化管(第二胃、第三胃、第四胃、盲腸)(以下まとめて「消化管」)と消化管以外の内臓(心

臓、肝臓、横隔膜)における O157 及びカンピロバクターの検出率を比較すると、消化管のほうが 3

倍近く高い結果であった。これは、元々の保菌部位である消化管と、そこからの移行により汚染を

受けたと考えられる部位との違いによるものと考えられる。どちらも入荷時既に O157及びカンピロ

バクターによる汚染を受けているが、その程度には差があることが確認された。 

イ 実施日別の検出状況(第 3図) 

検査実施日別に O157検出状況を比較すると、本来 O157を保菌しないとされている心臓及び肝臓

から O157が検出された日には、O157の保菌部位である消化管からも検出されている。カンピロバ

第1図　大腸菌群検出菌数の平均値
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第2図　O157及びカンピロバクターの検出状況

11.8

32.4 26.5

73.0

88.2

67.6 73.5

27.0

消化管以外 消化管 消化管以外 消化管

O157 カンピロバクター

検
出
率

(
％

)

検出 不検出

O157

2

1

1

1

5

1

4

1

0

0

0

02月8日【8】

23年1月18日【10】

11月10日【2】

11月9日【10】

10月27日【12】

10月20日【9】

9月15日【9】

7月28日【9】

22年7月14日【9】

検出検体数

カンピロバクター

1

1

2

3

2

3

3

2

3

6

3

4

3

3

3

0

検出検体数

サルモネラ

1 3

0

0

0

0

0

0

0

0

検出検体数

第3図　実施日別の検出状況
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クターにおいても、同様の傾向が見られた。サルモネラを検出した 4検体も、同一日に検査を行っ

たものであった。 

カンピロバクターは、牛生体内でも十二指腸から胆管、胆嚢を経て肝臓実質へ移行するとされて

いることから、と畜後に消化管とそれ以外の部位を完璧に分けて取り扱ったとしても、各部位への

汚染を完全に防ぐことはできない。また、食肉処理業入荷時の内臓肉の多くが、部位ごとに複数頭

分まとめて同じ容器に入れられている現状から、他の食中毒起因菌についても相互汚染を防ぐこと

は困難であると考えられる。したがって、入荷時における食中毒起因菌の汚染実態は、同時期に保

菌牛が処理されているかに大きく影響を受けると言える。 

ウ 流通の各段階における検出状況の比較(第 2表) 

O157の保菌率については、岐阜県食

肉衛生検査所が行った調査 1)によると、

と畜場に搬入された牛の直腸便中で

10％であった。一方、市販の内臓肉に

ついては、大阪市立環境科学研究所が

実施した調査 2)で、第 2 表にあげた部

位では7.1～10.0％からO157が検出さ

れている。また、厚生労働省が毎年実

施している食中毒菌汚染実態調査では、

平成 19～21年度の 3年間で O157を検

出した肝臓は平成 21年度の 1.0％のみであった。 

また、カンピロバクターの保菌率については、京都市衛生公害研究所及び広島市食肉衛生検査所

が行った調査 3),4)によると、と畜場搬入時の牛の肝臓で 22％、盲腸便中で 45％であった。一方、市

販の内臓肉については厚生労働省の食中毒菌汚染実態調査では、肝臓の 1.7～10.6％から検出され

ている。本調査におけるカンピロバクター検査法は、改良されたもので、感度が向上していること

も検出率が高まった一因であると考えられる。 

各調査結果について単純な比較はできないが、本調査による検出率は、元々の牛の保菌率に比べ

高い傾向にあると推測された。 

 

以上の結果から、内臓肉及び尾については、ほとんどの部位から食中毒起因菌が検出されているが、

消化管以外の内臓は、消化管及び尾より汚染の程度が比較的低いことが確認された。したがって、作

業の順序を消化管以外の内臓から消化管及び尾とし、また手指や器具等を作業中適切に洗浄・消毒す

ることで、汚染拡大を多尐なりとも防ぐことができる。 

 

(2) 施設汚染実態調査 

当センターで例年実施している食肉の検査では、食中毒起因菌は正肉からほとんど検出されていな

い。そのため、内臓肉と正肉の両方の処理を行っている施設においては、内臓肉から正肉への汚染を

防ぐことがより重要となる。そこで、今回対象とした施設のうち、正肉も処理している 1施設につい

て、汚染拡大防止策を検討すべく施設の拭取り検査を実施した。 

当該施設は、内臓肉と正肉の作業者、作業台等の器具、冷蔵庫を分けて処理を行っているが区画は

なく、出入口や施設内の通路、事務室等は共有している。検査の結果、内臓肉用秤と正肉用作業台か

は実施なし

H19 H20 H21

心 臓 16.7% 7.1%

肝 臓 7.1% ― ― 1.0% 8.3%

第三胃 44.4% 9.5%

第四胃 77.8% 10.0%

盲 腸 11.1%

心 臓 27.8%

肝 臓 22% 14.3% 1.7% 8.5% 10.6%

第三胃 77.8%

第四胃 100.0%

盲 腸 (便)45% 100.0%

O157

ｶﾝﾋﾟﾛ
ﾊﾞｸﾀｰ

直腸便
10%

と畜場に
搬入された
牛の保菌率

本調査
結果

市販の食肉
厚生労働省

食中毒菌汚染実態調査
大阪市立
環境科学
研究所

第2表　流通の各段階における検出状況の比較



 

ら大腸菌群を 4.0×101、内臓肉用作業台(レバー処理中)からカンピロバクター・ジェジュニ及び大腸

菌群を 2.4×103検出した。それ以外の器具や床、冷蔵庫の取手からは大腸菌群及び食中毒起因菌は検

出されなかった。 

以上から、内臓肉と直接接触する作業台等の器具類は、内臓肉に由来する食中毒起因菌による汚染

を受けており、大腸菌群による汚染も他の器具類より多く受けることが確認された。これらの器具類

の洗浄や使い分けが徹底されなければ、内臓肉から正肉へ汚染が拡大する可能性がある。 

当然ながら、汚染拡大の防止策としては、内臓肉と正肉の処理を別区画で行うことが望ましい。や

むを得ず同一区画内で処理をする場合には、作業者や使用する作業台等の器具、冷蔵庫等を明確に区

別し、取扱いに十分留意する必要がある。そのためには、まず事業者に内臓肉と正肉の衛生的な違い

や汚染拡大防止策の必要性を認識させることが重要であると考えられる。  

 

４ まとめ 

機動班監視施設の食肉処理業で取り扱う食肉等について、入荷時の状態における食中毒起因菌の汚染

実態調査を行った結果、以下の点が確認された。 

・ほとんどの部位から食中毒起因菌が検出され、中でも特に第三胃以降の消化管と尾で高率に検出され

た。 

・食中毒起因菌保菌牛の内臓が同時期に処理されれば、部位にかかわらず他の内臓肉等も汚染を受ける

可能性がある。 

・食肉処理業入荷時における内臓肉の汚染率は、牛の保菌率よりも高いと推測される。 

以上の結果から、作業の順序を消化管以外の内臓から消化管及び尾とし、また手指や器具等を作業中

適切に洗浄・消毒することで、汚染拡大を多尐なりとも防ぐことができる。また、より汚染の尐ない正

肉への汚染拡大を防ぐには、以下の点に注意すべきことが確認された。 

・内臓肉と直接接触する作業台等の器具類は、他の器具類より汚染を多く受ける。 

・やむを得ず同一区画内で正肉と内臓肉を処理をする場合には、汚染拡大の防止策として、作業者や使

用する作業台等の器具、冷蔵庫等を明確に区別し、取扱いに十分留意する必要がある。 

今後も、食肉処理業に立ち入り監視を行う際は、以上の点について事業者に指導を継続する必要があ

ることが確認できた。 
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1996年，腸管出血性大腸菌O157（EHEC O157）によ

る食中毒・感染症が全国的に多発した ．北海道内でも，

ポテトサラダを原因とする食中毒等の事例が数多く発生し

た．1998年には北海道産イクラによるEHEC O157食中

毒が東京・神奈川など７都府県で発生し，社会問題となっ

た ．また，この当時，サルモネラによる食中毒の発生件

数が全国的に多く，厚生労働省が公表している原因物質別

食中毒発生状況によれば1999年は825件であった．この

中には，サルモネラに汚染されたイカ乾製品による食中毒

事件も含まれる．この食中毒は46都道府県にまたがる分

散型集団発生事例となり患者数は1,634名に達し，大きな

社会問題になった ．

このように，全国的に細菌性食中毒が多発していること

を重視して，当時の厚生省は1998年度から中央卸売市場

を管轄する全国の自治体に，「食品の食中毒菌汚染実態調

査」の委託を開始した．これは，汚染食品の排除等，食中

毒発生の未然防止を図るため，流通食品の細菌汚染実態を

把握することを目的としており，北海道は2005年度まで

この実態調査の委託を受けていた．

この調査では，食肉（レバーを含む），野菜のほかに，

魚卵，イカ乾製品，カキ等における大腸菌，EHEC O157，

サルモネラ，赤痢菌（カキのみ）の検出率を調べた．この

うち，食肉について行われた８年間の調査結果について報

告する．また，サルモネラに関しては２次増菌培地による

検出率の差について比較検討を行ったので併せて報告する．

材料及び方法

１．調査検体

調査検体として，1998～2005年度に各保健所（岩見沢，

江別，渡島，帯広，北見，釧路，滝川，深川，室蘭，富良

野）にて収去された食肉453検体を使用した（表１）．
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現 北海道江差保健所， 現 北海道釧路保健所

表１ 年度別検体数一覧

年 度
区 分 合計

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

牛肉 7 9 10 24 13 26 24 21 134

牛肉・豚肉 14 1 0 7 0 5 5 8 40

豚肉 31 18 17 20 26 20 26 25 183

豚肉・鶏肉 0 0 0 0 0 0 1 0 1

鶏肉 11 4 5 13 7 14 12 16 82

馬肉 0 0 0 0 1 4 3 5 13

合 計 63 32 32 64 47 69 71 75 453



２．検査法

検査法はその年度に厚生省・厚生労働省から示された方

法に従った．つまり，EHEC O157については「腸管出血

性大腸菌O157の検査法について」（平成９年７月４日付

衛食第207号及び衛乳第199号）に従って実施し，大腸菌

についてはEHEC O157検査法で用いた増菌液（ノボビオ

シン加mEC培地）1mLをEC培地で２次増菌した後，

食品衛生検査指針に従って行った ．サルモネラについ

てはバッファード・ペプトン・ウォーター培地（BPW）

で１次増菌後，ラパポート・バシリアディス培地（RV），

テトラチオネート培地（TT）で２次増菌し，分離平板と

して硫化水素の産生性で判別する培地（MLCB寒天培地，

XLD寒天培地，DHL寒天培地）と，硫化水素の産生性

を判別に用いない培地（ブリリアント・グリーン寒天培地，

ランバック寒天培地，クロモアガーサルモネラ寒天培地）

の２種類を用いる方法で行った．使用した分離平板は年度

によって異なるが，同一年度内はすべて同じ培地を使用し

た．また，２次増菌培地によるサルモネラの検出率を比較

するため，2000年度から２次増菌培地にダイアサルム培

地（DS）も併用した．DSでは，陽性反応が認められた

場合のみ，他の２次増菌培地同様に分離培養を行った．

結果及び考察

大腸菌は，検査した食肉全体の58.7％，牛肉の47.0％，

豚肉の56.3％，鶏肉の93.9％から検出された（表２）．な

お，肉の種類の記載が残っている1999年度以降で，ミン

チ肉における大腸菌の検出率を調べると，牛ミンチ肉

39.6％，豚ミンチ肉55.9％，鶏ミンチ肉94.0％であった．

「平成18年度食品の食中毒菌汚染実態調査の結果につい

て」（平成19年３月27日付食安監発第0327001号）で示

された過去３年間の全国平均（食肉全体54.9～56.7％，

牛ミンチ肉40.5～44.9％，豚ミンチ肉71.6～77.0％，鶏

ミンチ肉80.0～89.3％）と比べると，豚ミンチ肉での検

出率が低く，鶏ミンチ肉では若干高い傾向にあった ．

EHEC O157の検査において，2003年度に牛肉（サイコ

ロステーキ）からO157：HNM（STX1，STX2産生株）

が検出された（表２）．当該製品は北海道内で収去された

が，北海道産ではなかった．牛肉におけるEHEC O157の

検出率は諸外国のデータでも０～6.0％程度であり，北海

道内での検出率（0.7％）もこの範囲内であった ．

サルモネラは豚肉の2.2％，鶏肉の29.3％から分離され

た（表２）．過去３年間の全国平均では，牛肉の0.5～

0.8％，豚肉の2.4～4.6％，鶏肉の20.0～34.2％からサル

モネラが分離されており，大きな差はなかった ．

鶏肉から分離されたサルモネラの血清型を年度ごとに比

較したところ，Infantisが最も多く，ほぼ毎年分離されて

いた（表３）．次に，Sofiaが比較的多く分離され，

Hadar, Typhimurium, Enteritidisはそれぞれ１検体から

しか分離されなかった．Infantisや Sofiaについては，鶏

肉から多く分離されることはよく知られているが，特に近

年は Infantisの分離率が高く，本調査においても同様の

傾向が認められた ．また，豚肉については Infantisが

表２ 食肉中における各細菌の検出率

大腸菌 EHEC O157 サルモネラ
区 分 検体数

陽性数 （％) 陽性数 （％) 陽性数 （％)

牛肉 134 63 47.0 1 0.7 0 0.0

牛肉・豚肉 40 20 50.0 0 0.0 0 0.0

豚肉 183 103 56.3 0 0.0 4 2.2

豚肉・鶏肉 1 1 100.0 0 0.0 0 0.0

鶏肉 82 77 93.9 0 0.0 24 29.3

馬肉 13 2 15.4 0 0.0 0 0.0

合 計 453 266 58.7 1 0.2 28 6.2

O157：HNM（STX1，STX2産生株）

表３ 食肉から分離されたサルモネラの血清型

分離された年度
区分 血清型 合計

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

鶏肉 Infantis 3 1 1 1 1 1 5 13

Sofia 2 1 4 1 8

Hadar 1 1

Typhimurium 1 1

Enteritidis 1 1

豚肉 Infantis 1 1 2

Typhimurium 1 1 2
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1998年度と2001年度にそれぞれ１検体ずつ，Typhimur-

iumについても両年度にそれぞれ１検体ずつ分離された．

８年間にわたる北海道内での調査では，大腸菌，EHEC
 

O157，サルモネラの検出率は他の地域と比べ大きな差は

なかった．今後も，定期的にこのような調査を行い，検出

率の変動を把握しておくことは重要と思われる．

この実態調査ではサルモネラ検査の２次増菌培地として

RVとTTを使用することになっているが，我々は2000

年度以降これらの培地に加えてDSを併用し，それぞれの

培地による検出率の差を検討してきた．2000年度以降，

計18検体の食肉からサルモネラが分離された．しかし，

RVでは３検体，TTでは４検体，DSでは５検体からサ

ルモネラが検出できなかった．RV，TT及びDSでのサ

ルモネラの検出率は72.8～83.3％であった（表４）．それ

ぞれの培地で検出できなかったサルモネラの血清型に共通

点は認められず，検体はいずれも鶏ミンチ肉であった．な

お，検出率に影響を及ぼした要因は不明である．今回の調

査で，検出感度が最も高かった増菌培地はRVであるが，

TTやDSだけでしか検出されなかった検体がそれぞれ１

検体ずつあった．従って，サルモネラの検出率を向上させ

るためには，２次増菌に２種類の培地を使うことが有効で

あると考えられた．

DSはRV同様ラパポート培地を改良した培地であるが，

培地の色調変化によるスクリーニングを行うことができる．

さらに菌の運動性による選択が行えるDSは，RVやTT

よりもサルモネラを分離しやすい傾向にある．このため，

多検体を同時にスクリーニング処理するのに有用な培地で

あり，実際2000～2004年度においてはサルモネラの検出

率がRV，TTよりも高かった．しかし，2005年度の調査

では，RV，TTでサルモネラが確認された６検体のうち

４検体がDSによるスクリーニングで陰性となった．これ

らのことから，２次増菌をDSだけで行うことには問題は

あるが，TT等と併用することにより作業負担をあまり増

大させずに，検出率の向上が期待できることが示された．
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表４ ２次増菌培地とサルモネラ検出率の関連性

２次増菌培地
年度 区分 血清型

RV  TT  DS

2000 鶏 Infantis ＋ ＋ ＋

2001 鶏 Infantis ＋ ＋ ＋

2001 豚 Typhimurium ＋ ＋ ＋

2001 豚 Infantis ＋ ＋ ＋

2001 鶏 Sofia － ＋ ＋

2002 鶏 Infantis ＋ － ＋

2003 鶏 Sofia － － ＋

2003 鶏 Sofia ＋ ＋ ＋

2003 鶏 Sofia ＋ － ＋

2003 鶏 Sofia ＋ － ＋

2004 鶏 Enteritidis － ＋ －

2004 鶏 Infantis ＋ ＋ ＋

2005 鶏 Infantis ＋ ＋ －

2005 鶏 Infantis ＋ ＋ ＋

2005 鶏 Sofia ＋ ＋ －

2005 鶏 Infantis ＋ ＋ ＋

2005 鶏 Infantis ＋ ＋ －

2005 鶏 Infantis ＋ ＋ －

陽性数 15 14 13

（％) 83.3 77.8 72.8
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温泉の利用については，昭和50年７月12日付環自企第

424号各都道府県知事宛環境庁自然保護局長通知「温泉の

利用基準について」に基づいて，その適正な実施が図られ

てきた ．一方，温泉の飲用に伴う公衆衛生上の安全確保

を図る見地から，昭和61年７月14日付環自施第244号同

局長通知「温泉利用基準の一部改正について」において，

飲用に伴う微生物学的衛生管理が規定され運用されてい

る ．その中で，検査項目の一つである一般細菌について

基準，定義及び検査法が記載されているが，今回，我々が

平成17年度から行っている温泉水の飲用に係る微生物学

的安全性の実態調査において，一般細菌に関する新たな知

見が得られたので報告する．

方 法

１．供試検体

道内の飲用温泉水提供施設の飲泉口12カ所，飲泉口の

上流部に当たる中継槽・貯湯槽９カ所，源泉井戸４カ所か

ら採取した温泉水計25検体を供試した．

２．一般細菌数検査

現行の温泉利用基準に記載されている方法 に準じ，24

時間培養（現行）と48時間培養時における培地上の集落

を数え，生菌数の変化を比較検討した．

結果及び考察

飲用温泉水の生菌数の変化を表１に示した．温泉利用基

準における飲用温泉水中の一般細菌とは，飲泉口で採取さ

れた検水に対し，標準寒天培地を用いて36±１℃，24±

２時間培養したとき，培地に集落を形成した生菌のことを

いい，１mLの検水で形成される集落数が100以下

（100cfu：colony forming unit/mL以下）であることと定

義されている．この定義からすると，飲泉口全12検体に

おいて，その一般細菌数は基準の範囲内であった．しかし

ながら，48時間培養では，培地上に形成される集落が明

らかに増加する検体が認められ，12検体中９検体（75％）

が100cfu/mLを上回った．検体によっては，24時間培

養では集落が確認されなかったが，48時間培養では3650，

4850cfu/mLと極めて多数の集落が培地上に形成される

検体もあった．同様に飲泉口の上流部にあたる中継・貯湯

槽，源泉井戸からの検体においても，24時間培養では全

13検体が基準の範囲内であったが，48時間培養では13検

体中６検体（約46％）が 100cfu/mLを上回った（表

２）．つまり飲用温泉水中には，現行の一般細菌検査では

確認されない細菌が数多く存在している場合があり，本来

的な水中細菌数を表現する従属栄養細菌検査 を実施する

ことで，確認される菌数が増加する可能性がある．

一般細菌の検査については，上水試験方法にも「水中の

細菌の一部しか検出できないため」，という記載があり，

このことは専門家の間ではすでに認識されている．しかし

ながら，一般の飲用温泉水利用者の間では，細菌に対する

認識は薄く，市販のミネラルウォーターと同じように利用
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表１ 飲用温泉水の生菌数の変化（cfu /mL)

検 体 24時間 48時間

飲用温泉１ 0 5

飲用温泉２ 0 63

飲用温泉３ 12 223

飲用温泉４ 50 197

飲用温泉５ 85 412

飲用温泉６ 22 343

飲用温泉７ 0 230

飲用温泉８ 1 123

飲用温泉９ 18 218

飲用温泉10 7 89

飲用温泉11 0 3650

飲用温泉12 0 4850

colony forming unit：培地上に形成した菌の集落数



されがちである．現行の一般細菌検査で確認されない細菌

が，ヒトに対してどのような影響を与えるのかは不明の点

が多く，簡単に論じることはできない．しかしながら，飲

用温泉水利用者の多くは，主に療養を目的としていること

から，中には免疫力が相応に低下している利用者もいると

思われる．公衆衛生学的な立場から考えると，日和見感染

等を含め，その発症予防には十分な配慮が必要である．

平成15年５月に水道水質基準が全面的に改定されたこ

となどから，温泉の飲用利用基準の見直し及び対象項目の

追加をするために必要な検討もなされ，微生物学的見地に

立った検討も行われている ．飲用利用基準の改訂後にお

いても，一般細菌数の検査が対象項目とされる場合，塩素

による消毒を行うことができない飲用温泉水は，水道水と

は管理方法や利用目的が異なることから，利用者に対する

安全評価を十分に検討し，飲用温泉水における一般細菌の

検査方法の見直しと，それに応じた新たな利用基準の設定

を提言する必要があると思われる．

上水試験方法の一般細菌検査の備考において，食品検査

等との成績対比や24時間培養と48時間培養との計数値の

比が相当大きい場合，その水が停滞状態にあった可能性が

示唆されることから，48±３時間培養が推奨されている ．

飲用温泉水は，源泉井戸から飲泉口に温泉が到達するまで

に，長い配管や貯湯槽，中継槽を経由する場合も多く，温

泉水の停滞により細菌等が増殖することも十分考えられる．

本調査でも，いくつかの施設において停滞によると思われ

る一般細菌数の増加が認められた．これらのことからも，

飲用温泉水における一般細菌検査については，その実態を

より正しく把握するために培養時間を48時間に設定する

必要があると思われる．
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表２ 中継・貯湯槽水，源泉井戸水の

生菌数の変化（cfu /mL)

検 体 24時間 48時間

中継・貯湯槽１ 0 3

中継・貯湯槽２ 0 7

中継・貯湯槽３ 0 5

中継・貯湯槽４ 0 1

中継・貯湯槽５ 53 198

中継・貯湯槽６ 1 290

中継・貯湯槽７ 27 361

中継・貯湯槽８ 72 289

中継・貯湯槽９ 0 1

源泉井戸１ 0 4

源泉井戸２ 9 106

源泉井戸３ 0 26

源泉井戸４ 1 121

colony forming unit：培地上に形成した菌の集落数

― ―78


























